
災害時における死者数報告の流れ 
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※太線で示したものは、災害対策基本法に基づく情報の流れ 
※この表においては、警察への通報・警察官による現場での鑑識活動等は除いている。 

情報共有

内閣官房 内閣府 

警察庁 消防庁 

都道府県警察本部 都道府県 
（都道府県災害対策本部）

市町村・消防機関 
（市町村災害対策本部）

報告 報告 

死者と推定される者がいる現場

遺体安置所・病院等 

報告 

死亡確認・搬送

報告 

警察署 

検案（監察医等）

検視（警察官） 

報告 
情報共有
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報告


